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日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

４３

規

則
（
公
）

○
東
京
都
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
�

規

則
（
公
）

東
京
都
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
４
年
５
月
１３日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

山
口

徹

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
規
則
第
８
号

東
京
都
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
道
路
交
通
規
則
（
昭
和
４６年

１１月
３０日

東
京
都
公
安
委
員

会
規
則
第
９
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
７
章

旅
客
自
動
車
教
習
所
の
指
定
等
（
第
２７条

－

第
３１条

）
」
を
「
第
７
章

削
除
」
に
改
め
る
。

第
１９条

第
１
項
た
だ
し
書
中
「
免
許
証
の
記
載
事
項
の
変
更
の
届

出
」
の
次
に
「
、
法
第
９１条

の
２
に
規
定
す
る
現
に
受
け
て
い
る
免

許
の
条
件
の
付
与
（
法
第
１０４条

の
４
に
規
定
す
る
免
許
の
取
消
し

の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
免
許
の
条
件
の
付
与
を
行
う
こ
と
が
で
き
な

い
も
の
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
申
請
」
を
加
え
、
同

条
第
２
項
中
第
８
号
を
第
９
号
と
し
、
第
１
号
か
ら
第
７
号
ま
で
を

１
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項
に
第
１
号
と
し
て
次
の
１
号
を
加
え
る
。

⑴
法
第
９１条

の
２
に
規
定
す
る
現
に
受
け
て
い
る
免
許
の
条
件

の
付
与

第
１９条

第
３
項
第
２
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

⑵
更
新
期
間
が
満
了
す
る
日
（
法
第
１０１条

の
２
第
１
項
の
規

定
に
よ
る
免
許
証
の
更
新
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
に
あ
つ

て
は
、
当
該
申
請
を
す
る
日
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
お
け
る
年
齢
が
７０歳

未
満
の
者
で
、
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
も
の

ア
免
許
証
の
更
新
を
申
請
す
る
日
前
６
月
以
内
に
法
第
１０８

条
の
２
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
講
習
（
運
転
免
許
に
係
る
講

習
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
６
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第

４
号
。
以
下
「
講
習
規
則
」
と
い
う
。
）
第
２
条
に
規
定
す

る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
終
了
し
た
者

イ
免
許
証
の
更
新
を
申
請
す
る
日
前
６
月
以
内
に
法
第
１０８

条
の
３２の

２
第
１
項
の
認
定
を
受
け
た
同
項
の
運
転
免
許
取

得
者
等
教
育
の
課
程
（
運
転
免
許
取
得
者
等
教
育
の
認
定
に

関
す
る
規
則
（
平
成
１２年

国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
４
号
。

以
下
「
認
定
教
育
規
則
」
と
い
う
。
）
第
４
条
第
１
項
に
規

定
す
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
終
了
し
た
者

第
１９条

第
３
項
第
３
号
中
「
７０歳

以
上
」
の
次
に
「
７５歳

未
満
」

を
加
え
、
同
号
イ
中
「
で
運
転
免
許
に
係
る
講
習
等
に
関
す
る
規
則

（
平
成
６
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
４
号
。
以
下
「
講
習
規
則
」

と
い
う
。
）
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
」
を
「
（
講
習
規
則

第
１
条
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
限
る
。
）
」
に
改
め
、

同
号
ウ
中
「
運
転
免
許
取
得
者
教
育
の
課
程
（
法
第
１０８条

の
２
第

１
項
第
１２号

に
掲
げ
る
講
習
と
同
等
の
効
果
が
あ
る
課
程
の
基
準
と

し
て
認
定
に
関
す
る
規
則
で
定
め
る
」
を
「
運
転
免
許
取
得
者
等
教

育
の
課
程
（
認
定
教
育
規
則
第
４
条
第
２
項
に
規
定
す
る
」
に
改
め
、

同
項
に
次
の
１
号
を
加
え
る
。

⑷
更
新
期
間
が
満
了
す
る
日
に
お
け
る
年
齢
が
７５歳

以
上
の
者

で
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の

ア
前
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

イ
更
新
期
間
が
満
了
す
る
日
前
６
月
以
内
に
法
第
１０１条

の

４
第
２
項
に
規
定
す
る
認
知
機
能
検
査
又
は
法
第
１０８条

の

３２の
３
第
１
項
の
認
定
を
受
け
た
運
転
免
許
取
得
者
等
検
査

（
運
転
免
許
取
得
者
等
検
査
の
認
定
に
関
す
る
規
則
（
令
和

４
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
８
号
。
以
下
「
認
定
検
査
規

則
」
と
い
う
。
）
第
４
条
第
１
項
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合

す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
終
了
し
た
者
（
施
行
規
則
第
２９条

の
２
の
３
各
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

ウ
更
新
期
間
が
満
了
す
る
日
前
６
月
以
内
に
法
第
１０１条

の

４
第
３
項
に
規
定
す
る
運
転
技
能
検
査
又
は
法
第
１０８条

の

３２の
３
第
１
項
の
認
定
を
受
け
た
運
転
免
許
取
得
者
等
検
査

（
認
定
検
査
規
則
第
４
条
第
２
項
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合

す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
終
了
し
た
者
（
令
第
３７条

の
６
の

３
で
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
場
合
に
限
る
。
）

第
２０条

第
１
項
の
表
警
視
庁
江
東
運
転
免
許
試
験
場
の
項
中
「
第

９７条
の
２
第
２
項
」
を
「
第
９７条

の
２
第
３
項
」
に
、
「
第
９７条

の

２
第
３
項
」
を
「
第
９７条

の
２
第
４
項
」
に
、
「
同
条
第
３
項
」
を

「
同
条
第
４
項
」
に
改
め
る
。

第
２１条

の
２
第
１
項
中
「
第
９７条

の
２
第
１
項
第
３
号
イ
」
の
次

に
「
若
し
く
は
ロ
」
を
加
え
、
「
（
次
項
に
お
い
て
「
認
知
機
能
検

査
」
と
い
う
。
）
」
を
削
り
、
同
条
第
３
項
中
「
別
記
様
式
第
１４の

５
」
を
「
別
記
様
式
第
１４の

７
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
５
項
と
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し
、
同
条
第
２
項
中
「
第
４
条
第
２
項
第
２
号
」
を
「
第
４
条
第
２

項
第
１
号
ロ
」
に
、
「
別
記
様
式
第
１４の

４
」
を
「
別
記
様
式
第
１４

の
６
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
４
項
と
し
、
同
条
第
１
項
の
次
に

次
の
２
項
を
加
え
る
。

２
講
習
規
則
第
４
条
第
２
項
第
１
号
ロ
に
規
定
す
る
認
知
機
能
検

査
の
実
施
に
必
要
な
技
能
及
び
知
識
に
関
す
る
審
査
（
次
項
に
お

い
て
「
認
知
機
能
検
査
員
審
査
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す

る
者
は
、
別
記
様
式
第
１４の

４
の
審
査
申
請
書
を
公
安
委
員
会
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
公
安
委
員
会
は
、
認
知
機
能
検
査
員
審
査
を
合
格
し
た
者
に
対

し
、
別
記
様
式
第
１４の

５
の
認
知
機
能
検
査
員
審
査
合
格
証
明
書

を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

第
２１条

の
２
の
次
に
次
の
１
条
を
加
え
る
。

（
運
転
技
能
検
査
の
実
施
）

第
２１条

の
３

法
第
９７条

の
２
第
１
項
第
３
号
イ
若
し
く
は
ハ
又
は

法
第
１０１条

の
４
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
運
転
技
能
検
査
を
受
け

よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
１４の

８
の
受
検
申
請
書
を
公
安

委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

併
せ
て
法
第
１０８条

の
２
第
１
項
第
１２号

に
掲
げ
る
講
習
を
受
け

よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
受
検
申
請
書
に
代
え
て
別
記
様
式
第
１４

の
９
の
受
講
申
請
書
及
び
受
検
申
請
書
を
公
安
委
員
会
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
運
転
技
能
検
査
は
、
施
行
規
則
第
２６条

の
５
の
規
定
に
よ
る
ほ

か
、
別
表
第
５
に
よ
り
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

第
２２条

第
３
項
中
「
、
別
記
様
式
第
１５の

６
の
２
」
を
「
別
記
様

式
第
１５の

６
の
２
の
提
出
命
令
書
に
よ
り
、
同
条
第
４
項
の
規
定
に

よ
る
診
断
書
の
提
出
命
令
は
別
記
様
式
第
１５の

６
の
３
又
は
別
記
様

式
第
１５の

６
の
４
」
に
改
め
る
。

第
２４条

第
８
項
中
「
、
別
記
様
式
第
１６の

６
の
３
の
２
又
は
別
記

様
式
第
１６の

６
の
３
の
３
」
を
「
又
は
別
記
様
式
第
１６の

６
の
３
の

２
」
に
改
め
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
併
せ
て
法
第
９７条

の
２
第
１
項
第
３
号

イ
若
し
く
は
ハ
又
は
法
第
１０１条

の
４
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
運

転
技
能
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
受
講
申
請
書
に
代

え
て
別
記
様
式
第
１４の

９
の
受
講
申
請
書
及
び
受
検
申
請
書
を
公

安
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
２４条

第
１０項

中
「
第
１０８条

の
２
第
２
項
」
を
「
第
１０８条

の
２

第
１
項
第
１４号

」
に
、
「
で
、
講
習
規
則
第
２
条
第
１
項
第
１
号
の

表
１
の
項
又
は
同
条
第
１
項
第
２
号
の
表
１
の
項
に
定
め
る
公
安
委

員
会
の
確
認
を
受
け
る
た
め
の
も
の
」
を
「
（
以
下
「
若
年
運
転
者

講
習
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
「
公
安
委
員
会
」
の
次
に
「
（
当

該
講
習
を
指
定
講
習
機
関
に
お
い
て
受
け
る
場
合
は
、
別
記
様
式
第

１６の
６
の
５
の
２
の
受
講
申
請
書
を
当
該
指
定
講
習
機
関
）
」
を
加

え
、
同
条
第
１１項

中
「
で
、
講
習
規
則
第
２
条
第
１
項
第
１
号
の
表

１
の
項
又
は
同
条
第
１
項
第
２
号
の
表
１
の
項
に
定
め
る
講
習
の
基

準
に
適
合
す
る
も
の
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
１６の

６
の
５
の
２
の
受
講
申
請
書
を
、
同
条
第
１
項
第
１
号
の
表
２
の
項

又
は
同
条
第
１
項
第
２
号
の
表
２
の
項
に
定
め
る
講
習
の
基
準
に
適

合
す
る
も
の
」
を
「
（
講
習
規
則
第
１
条
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合

す
る
も
の
に
限
る
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
１２項

中
「
か
ら
第
４
項

ま
で
」
を
「
、
第
２
項
、
第
４
項
」
に
、
「
対
し
、
次
に
掲
げ
る
指

定
書
に
よ
り
、
講
習
を
行
う
日
時
及
び
場
所
を
」
を
「
対
し
て
は
講

習
を
行
う
日
時
及
び
場
所
を
、
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
受
講
申
請
書

を
提
出
し
た
者
に
対
し
て
は
受
講
す
る
講
習
を
、
次
に
掲
げ
る
指
定

書
に
よ
り
」
に
改
め
、
同
条
第
１５項

中
「
又
は
初
心
運
転
者
講
習
」

を
「
、
初
心
運
転
者
講
習
又
は
若
年
運
転
者
講
習
」
に
、
「
又
は
別

記
様
式
第
１６の

８
の
２
の
初
心
運
転
者
講
習
終
了
証
明
書
」
を

「
、
別
記
様
式
第
１６の

８
の
２
の
初
心
運
転
者
講
習
終
了
証
明
書
又

は
別
記
様
式
第
１６の

８
の
３
の
若
年
運
転
者
講
習
終
了
証
明
書
」
に

改
め
る
。

第
７
章
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
７
章

削
除

第
２７条

か
ら
第
３１条

ま
で

削
除

第
４４条

の
見
出
し
中
「
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
」
を
「
電
磁
的

記
録
媒
体
」
に
改
め
、
同
条
第
１
項
中
「
認
定
に
関
す
る
規
則
第
１３

条
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
」
を
「
認
定
教
育
規
則
第
１３条

又
は

認
定
検
査
規
則
第
１４条

の
規
定
に
よ
り
公
安
委
員
会
に
提
出
す
る
電

磁
的
記
録
媒
体
」
に
、
「
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
日
本
産
業
規

格
」
と
い
う
。
）
X ６２２３に

適
合
す
る
９０ミ

リ
メ
ー
ト
ル
フ
レ
キ
シ

ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
」
を
「
X ０６０６及

び
X６２８１又

は
X

６２４１に
適
合
す
る
直
径
１２０ミ

リ
メ
ー
ト
ル
の
光
デ
ィ
ス
ク
」
に
改

め
、
同
条
第
２
項
か
ら
第
４
項
ま
で
を
削
る
。

別
記
様
式
第
１４中

「

」 を

「

」 に

改
め
、

「

注
意
事
項

１
交
付
は
、
申
請
を
受
け
付
け
た
窓
口
で
行
い
ま
す
。

こ
の
引
換
書
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

２
交
付
時
間
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●
警
察
署
・
更
新
セ
ン
タ
ー

平
日
（
月
曜
日
～
金
曜
日
）
の
午
前
８
時
３０分

か
ら

午
後
５
時
１５分

ま
で
で
す
。

日
曜
日
、
土
曜
日
、
年
末
年
始
（
１２／２９～

１
／３
）
、

国
民
の
祝
日
及
び
そ
の
振
替
休
日
は
交
付
し
ま
せ
ん
。

●
試
験
場

日
曜
日
及
び
平
日
（
月
曜
日
～
金
曜
日
）
の
午
前
８

時
３０分

か
ら
午
後
５
時
１５分

ま
で
で
す
。

た
だ
し
、
日
曜
日
の
正
午
か
ら
午
後
１
時
ま
で
の
間

を
除
き
ま
す
。

土
曜
日
、
年
末
年
始
（
１２／２９～

１
／３
）
、
国
民
の

祝
日
及
び
そ
の
振
替
休
日
は
交
付
し
ま
せ
ん
。

」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
１４の

２
中

「

」 を

「

」 に
改
め
、

「

注
意
事
項

１
交
付
は
、
申
請
を
受
け
付
け
た
窓
口
で
行
い
ま
す
。

こ
の
引
換
書
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

２
交
付
時
間

平
日
（
月
曜
日
～
金
曜
日
）
の
午
前
８
時
３０分

か
ら
午

後
５
時
１５分

ま
で
で
す
。

日
曜
日
、
土
曜
日
、
年
末
年
始
（
１２／２９～

１
／３
）
、

国
民
の
祝
日
及
び
そ
の
振
替
休
日
は
交
付
し
ま
せ
ん
。

」

を
削
る
。

別
記
様
式
第
１４の

２
の
３
中

「

」 を

「

」 に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
１４の

３
中

「

」 を

「

」 に
改
め
、

「
第
９７条

の
２
第
１
項
第
３
号
イ
」
の
次
に
「
又
は
ロ
」
を
加
え
る
。

別
記
様
式
第
１４の

４
中
「
第
４
条
第
２
項
第
２
号
」
を
「
第
４
条

第
２
項
第
１
号
ロ
」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
様
式
第
１４の

６
と
す

る
。別
記
様
式
第
１４の

５
中
「
第
４
条
第
２
項
第
２
号
」
を
「
第
４
条

第
２
項
第
１
号
ロ
」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
様
式
第
１４の

７
と
す

る
。別
記
様
式
第
１４の

３
の
次
に
次
の
２
様
式
を
加
え
る
。
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別
記
様
式
第
１４の

７
の
次
に
次
の
２
様
式
を
加
え
る
。
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別
記
様
式
第
１５の

２
の
２
中
「
認
知
機
能
検
査
」
を
「
認
知
機
能

検
査
等
」
に
、
「
記
憶
力
・
判
断
力
が
低
く
な
つ
て
い
る
」
を
「
認

知
症
の
お
そ
れ
が
あ
る
」
に
、
「
項
に
よ
る
」
を
「
項
の
規
定
に
よ

る
」
に
改
め
、
「
※

道
路
交
通
法
第
１０２条

第
４
項
の
規
定
に
よ

る
適
性
検
査
に
係
る
通
知
を
受
け
た
方
が
、
認
知
症
の
検
査
及
び
診

断
の
結
果
が
記
載
さ
れ
た
専
門
医
又
は
主
治
医
（
か
か
り
つ
け
医
）

の
診
断
書
を
提
出
し
た
場
合
に
は
、
臨
時
適
性
検
査
（
認
知
症
の
専

門
医
に
よ
る
診
断
）
を
受
け
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
」
及
び
「
※

診
断
書
を
提
出
す
る
場
合
は
、

年
月

日
ま

で
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
１５の

６
の
２
中
「
認
知
機
能
検
査
」
を
「
認
知
機
能

検
査
等
」
に
、
「
記
憶
力
・
判
断
力
が
低
く
な
つ
て
い
る
」
を
「
認

知
症
の
お
そ
れ
が
あ
る
」
に
、
「
受
け
た
」
を
「
受
け
、
認
知
症
の

お
そ
れ
（
疑
い
）
が
あ
る
」
に
改
め
、
同
様
式
の
次
に
次
の
２
様
式

を
加
え
る
。
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別
記
様
式
第
１６の

６
（
表
）
中

「

」 を

「

」 に
、

「１
こ
の
通
知
書
で
は
、
運
転
で
き
ま
せ
ん
。

２
裏
面
の
注
意
事
項
を
よ
く
読
ん
で
く
だ
さ
い
。

」 を

「こ
の
通
知
書
で
は
、
運
転
で
き
ま
せ
ん
。

」に
改
め
、

同
様
式
（
裏
）
中

「

注
意
事
項

１
更
新
し
た
免
許
証
は
、
申
請
し
た
場
所
に
お
い
て
、

こ
の
通
知
書
と
引
き
換
え
に
本
人
に
交
付
し
ま
す
。

２
免
許
証
の
交
付
時
間

●
試
験
場

平
日
（
月
曜
日
～
金
曜
日
）
及
び
日
曜
日
の
午
前
８

時
３０分

か
ら
午
後
５
時
ま
で
で
す
。

土
曜
日
、
祝
日
、
休
日
及
び
年
末
年
始
は
交
付

し
ま
せ
ん
。

●
免
許
更
新
セ
ン
タ
ー

平
日
（
月
曜
日
～
金
曜
日
）
の
午
前
８
時
３０分

か
ら

午
後
５
時
ま
で
で
す
。

土
曜
日
、
日
曜
日
、
祝
日
、
休
日
及
び
年
末
年

始
は
交
付
し
ま
せ
ん
。

を

●
指
定
警
察
署

平
日
（
月
曜
日
～
金
曜
日
）
の
午
前
８
時
３０分

か
ら
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午
後
５
時
ま
で
で
す
。

た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
１
時
ま
で
の
間
を
除
き
ま

す
。

土
曜
日
、
日
曜
日
、
祝
日
、
休
日
及
び
年
末
年

始
は
交
付
し
ま
せ
ん
。

」

削
る
。

別
記
様
式
第
１６の

６
の
２
中

「

」 を

「

」 に
、

「１
こ
の
通
知
書
で
は
、
運
転
で
き
ま
せ
ん
。

２
裏
面
の
注
意
事
項
を
よ
く
読
ん
で
く
だ
さ
い
。

」 を

「
こ
の
通
知
書
で
は
、
運
転
で
き
ま
せ
ん
。

」
に
改
め
、

同
様
式
（
裏
）
中

「

注
意
事
項

１
免
許
証
は
、
申
請
し
た
場
所
に
お
い
て
、
こ
の
通
知

書
と
引
き
換
え
に
本
人
に
交
付
し
ま
す
。

２
交
付
時
間
は
、

平
日
（
月
曜
日
～
金
曜
日
）
の
午
前
８
時
３０分

か
ら

午
後
５
時
ま
で
で
す
。

土
曜
日
、
日
曜
日
、
祝
日
、
休
日
及
び
年
末
年

始
は
交
付
し
ま
せ
ん
。

３
試
験
合
格
後
１
年
以
内
に
交
付
を
受
け
な
い
と
合
格

は
無
効
に
な
り
、
免
許
証
は
交
付
で
き
ま
せ
ん
。

を」

削
る
。

別
記
様
式
第
１６の

６
の
３
及
び
別
記
様
式
第
１６の

６
の
３
の
２
を

次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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令和4年5月13日（金曜日）東 京 都 公 報（増刊 43） １０
別
記
様
式
第
１６の

６
の
３
の
３
を
削
る
。

別
記
様
式
第
１６の

６
の
５
か
ら
別
記
様
式
第
１６の

６
の
６
ま
で
を

次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
記
様
式
第
１６の

８
の
２
の
次
に
次
の
１
様
式
を
加
え
る
。
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別
記
様
式
第
２１か

ら
別
記
様
式
第
２５ま

で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
２１か

ら
別
記
様
式
第
２５ま

で
削
除

別
記
様
式
第
２５の

２
を
削
る
。

別
表
第
４
及
び
別
表
第
５
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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令和4年5月13日（金曜日）東 京 都 公 報（増刊 43） ２０
別
記
を
削
る
。

附
則

１
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都

道
路
交
通
規
則
別
記
様
式
第
１４、

別
記
様
式
第
１４の

２
、
別
記
様

式
第
１４の

２
の
３
、
別
記
様
式
第
１４の

３
、
別
記
様
式
第
１５の

２

の
２
、
別
記
様
式
第
１５の

６
の
２
、
別
記
様
式
第
１６の

６
及
び
別

記
様
式
第
１６の

６
の
２
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、

所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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